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よ う こ そ 足 立 入 谷 小 学 校 へ 

 

校長  信田 恵介 

 小学校への入学まで２か月少々ですね。お子様も保護者の方も期待と不安が入り交じり

「わくわく、ドキドキ」し始める頃ではないでしょうか。 

足立入谷小学校は小規模ですが、その分アットホームで、入学後はすぐに上級生や教職

員に名前を覚えられ、優しく包まれながら短期間で学校に慣れることと思います。とはい

え、事前に準備しておくべき物や事もいくつかあります。本日の入学説明会では、それら

をていねいに説明しますので、入学までの準備期間に生かしていただければ幸いです。疑

問点や不安なことがありましたら、本日でも後日でも、いつでも学校にお問い合わせくだ

さい。 

 

１． 入学式について 

※状況によって変更する可能性があります。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※病気などでやむを得ず欠席する場合は、必ず当日９時までに学校へご連絡ください。 
足立入谷小学校 ℡ 03－3853－0421  
※自転車で来校される方は、校庭の決められたスペースに駐輪してください。 

 
○当日の持ち物 
《児童》 
□上履き □上履き入れ □ハンカチ □ティッシュ 

 
《保護者》 

□就学通知書 □上履き □下履き入れ □教科書など配布物を入れる袋 

※ランドセルは必要ありませんが、写真撮影などのために持って来ても構いません。 

 日時   令和７年４月７日（月） 

受付    午後１：３０～１：４５ 
入学式     ２：００～２：３０頃 
写真撮影    ２：５０～３：００ 
学級での指導  ３：００～３：２０ 
下校予定    ３：３０頃 

 
 場所  本校体育館 



２．入学までに身に付けさせておきたいこと 

番号 項目 チェック 

①  早寝、早起き、朝ごはんを習慣にし、生活のリズムを整える  

② 自分の名前をひらがなで読み書きできる  

③ 鉛筆を正しく持てる  

④ 保護者の名前・入学する学校名を言える  

⑤ 困ったときに、自分で助けを求められる 

（トイレに行きたい・体調が悪いなど） 

 

⑥ 名前を呼ばれたら「はい。」と返事ができる  

⑦ 身の回りのことを自分でできる（着替え、靴の履き替えなど）  

⑧ 自分の持ち物がわかる  

⑨ 学校の行き帰りの道を覚えて、一人で登下校できる  

 

３．欠席、遅刻などの連絡・入学後の諸注意 

○欠席などする際の学校への連絡は、C4th Home & school を活用してください。緊急な場合

は、お電話でご連絡をお願いします。 

○遅刻・早退の場合は、必ず保護者の方が送り迎えしてください。その際、職員室にも必

ず立ち寄って、職員にご報告ください。 

○学用品を補充する場合は担任がお願いした物を用意し、必ず記名をしてください。 

○学校からのおたより・お知らせには必ず目を通し、提出物などは締め切り日を守ってく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．足立入谷小学校の生活のきまり（よい子のきまり） 

 





５．入学前にそろえておく物 

チェック 品物 注意事項 

 ランドセル またはランドセ

ルに代わるもの 

1 年生のうちは、黄色いランドセルカバーを付

けます。両手がふさがらないものをご用意く

ださい。 

 上履き・上履き袋  

 防災頭巾・ 

防災頭巾を入れる袋 

椅子の背もたれに付けられるようなものをご

用意ください。 

 筆箱（箱型でシンプルなもの） 筆箱の中身 

・鉛筆５本（２B以上の濃い鉛筆） 

・赤鉛筆、青鉛筆 

・消しゴム 

・定規（学校で用意します。） 

 手提げ袋 ４つ 月曜日など荷物が多いときに使います。それ

とは別に、図書、音楽、図工それぞれ別の物

をご用意ください。 

 体育着・赤白帽子・体育着袋 体育着は、白色の半袖・紺または黒色の半ズ

ボンをご用意ください。 

 雨傘・置き傘 雨傘は先の尖っていない物をご用意ください。 

置き傘は折り畳み傘をご用意ください。 

 給食袋（給食用ハンカチ・ラ

ンチョンマット・マスク・歯

ブラシ・歯磨き用コップ） 

詳細は、P８「給食について」をご覧ください。 

マスクは、給食当番になったときに使用しま

す。歯磨き粉は必要に応じてご用意ください。 

 水筒 首から下げられるものをご用意ください。 

 雑巾 ２枚  

〇必ず全ての物に平仮名で名前を書いてください。 

 



〇体育着の半袖シャツの名前の書き方は下記の通りに書いてください。 

 

（半ズボンは、生地の内側に記名をしてください。） 

 

○学校にて一括購入(教材費から支出)する予定のもの 

クレヨン・色えんぴつ・ソフト下敷き・算数ノート・国語ノート 

ひらがな練習帳・定規・連絡帳・連絡袋・道具箱・のり・はさみ・自由帳 

粘土・粘土板（工作マットにもなるもの）、木工用ボンド・朝顔セット・生活科掲示ホルダー 

※入学説明会後、左利きのお子さんは申し出てください。 

 

○名札・教科書・校帽（黄色い帽子）・防犯ブザー  

→入学式当日にお渡しします。 

１－１ 

いりや たろう 

 ３cm（線も引いてください。） 



６．就学援助について 

① 就学援助制度とは、学用品費などをご家庭の事情に応じて援助する制度です。足立

区立の小・中学校では、足立区教育委員会より、補助金が支給されます。 

 
② 援助する費用は、学用品通学用品費、校外活動費（遠足・社会科見学など）、自然教

室費、入学準備金、卒業アルバム費、医療費などです。 

 
③ 援助を受けることができる方は、世帯全員の年間所得が認定基準を超えない方です。

足立区教育委員会の審査により認定・否認定が決定されますので、希望者全員が受け

られるとは限りません。 

 
④ 就学援助を受けるには、申請書の提出が必要です。年度当初（４月）に配布される

申請書に必要事項を記入して、直接、教育委員会へ郵送してください。学校での受け

付けは行いません。 
   なお、生活保護を受けている方、児童扶養手当を受給されている方も申請が必要で

す。自動的には認定されませんので、ご注意ください。また、就学援助の自動継続認

定はありませんので、一度認定されても毎年、年度当初に申請書をご提出ください。 

 

 

７．諸経費の納入について 

  会計事故防止の観点から、教材費を学納金としてゆうちょ銀行の個人口座から毎月

９日を目安に引き落としさせていただいております。毎月の額や年間納付額について

は別紙をご参照ください。なお、５月引き落とし分は費用が多くなるため、納付額も

多くなっておりますので、不足による未納にご注意ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



８．給食について 

①給食は、食事の正しいあり方や望ましい人間関係を育成し、児童の心身の健全な発達を

図るために行われています。 

②自分の食べきれる量を知り、時間内（目安は２０分間）に食べきることができるように

指導しています。 

② 令和７年度の１年生は、４月１５日（火）から給食が始まる予定です。 

 （４月８日～１４日までは給食はありません。） 

④持ち物について 

 ○給食専用の手拭きハンカチ 

 ○給食専用のランチョンマット 

    縦：３５㎝、横：４５㎝ くらいのもの（市販の物でも構いません。） 

 ○給食袋（手拭き用ハンカチ・ランチョンマット・マスク（当番のみ）・歯ブラシ・ 

コップを入れるための物） 

 縦：２４㎝、横：１８㎝くらいの布製の物（市販の物でも構いません。） 

⑤入学までにおうちで心がけ、習慣化しておいてほしいこと 

番号 項目 チェック 

① 食事前に手を洗っている  

② 食器は、音を立てずに静かに丁寧に扱っている  

③ 正しく箸が持てる  

④ 好き嫌いしないで食べられる  

⑤ 牛乳が飲める  

⑥ 正しい姿勢で食べられる  

⑦ 食べながら歩いていない  

⑧ 適当な時間内に食べられる  

⑨ きれいにこぼさないように食べられる  

⑩ 「いただきます。」「ごちそうさま。」を言っている  

 

⑥お願い 

○給食当番の児童が着る白衣・帽子とその袋は、当番の週の週末に洗濯、アイロンがけ

をお願いします。 

○食物アレルギーのある場合、必ず学校にご連絡ください。（事前に対応について検討さ

せていただきます。）℡ 03－3853－0421 



９．保健について 

心と体の健康について 

① 定期健康診断 
  正常な発育をしているか、病気や異常がないかを確認するために行うものです。病気

や異常が発見されましたら、連絡しますので、速やかに精密検査や治療を受けてくださ

い。未受診の場合、安全を配慮し、水泳学習などの許可ができないことがあります。 
入学時に保健調査票を配布しますので、ぜんそく、大きなけが、その他（心疾患・腎

疾患、アレルギーなど）、体のことで気になることがあれば記入してください。 

 
② 朝の健康観察 

毎朝ご家庭で体調のチェックを行ってください。 
その他、朝食の摂取量や、表情、態度、言葉数、声色など普段と違う様子が見られた

場合、どこか調子が悪いところがないか観察してください。 

 
体調がすぐれない時は無理をさせず、家庭で様子を見てください。顕著な症状が見ら

れ 
たり、悪化したりした場合は、病院を受診してください。 

 
③ 給食後の歯みがき 
  給食後に歯みがきを 3 分間実施いたします。給食袋の中に歯ブラシを入れて持ってき

てください。 
  毎日持ち帰りますので、家庭で消毒・乾燥を行ってください。 

 
④ スクールカウンセラー 

週に 2 回、都と区のカウンセラーが学校に訪問しています。お子様が学校で相談をす

ることはもちろんですが、保護者の方もお子様の発達やコミュニケーションについて相

談することができます。ぜひ、ご活用ください。 
※ご相談をされる場合、事前に学校（教育相談担当）お電話ください。℡ 03－3853－0421 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



保健室 

① 服薬等について 
保健室で、頭痛や風邪などの薬を出すことはできません。どうしても必要な場合は、

ご家庭から学校へ相談の上、お子様に持たせてくださるようお願いいたします。 
※服薬や薬剤塗布については職員がいるところで実施します。 

 
② 家庭連絡について 

早退やけがのご相談をさせていただく際、児童指導資料に記載してある連絡先にお電

話します。連絡が確実に取れる番号を記載してください。また、連絡先が変わったとき

はすぐに担任へお知らせください。 
緊急時には、学校から直接病院へ連れて行くこともありますが、処置等について保護

者の同意を要することがありますので、原則として保護者の方にも引率をお願いします。

その場合、学校から連絡をしますので、保険証をお持ちください。 

 

保健室で行う対応・応急処置 

① けがについて 
軽い擦り傷、切り傷、打撲、突き指など、当日は保健室でできる手当てをします。翌

日以降ははりかえ等の手当てをすることはできません。継続して手当てが必要なときは

絆創膏やガーゼなど必要なものを持ってきてください。 

 
② 病気について 

一時的に休養させてお子様の様子を見ます。（１時間程度） 
熱が高いときや病気が悪化しそうなとき、休養しても改善しないときには家庭に連絡

し、お迎えにきていただきます。 

 

お知らせする必要性が高いと判断した怪我や症状がある場合は、保護

者にご連絡しますので、帰宅後お子様を観察し、必要なときは病院受診

してください。結果は、担任へお知らせください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



感染症に伴う出席停止 

 学校保健安全法及びが学校保健安全法施行規則に、感染症の種類やその出席停止期間の

基準が定められています。 
出席停止になった場合、再登校初日に登校許可証を提出していただきます。医師に記入

してもらわなければならない感染症もあります。下記感染症の疑いがあるときは、受診時

に持参していただいたほうが良いかと思います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

登校許可証の用紙の取得方法 
1 新年度当初・長期休業明けに配布したものを使用する 
2 足立区または足立入谷小学校のホームページよりダウンロードする 
3 学校に取りに来る 
4 近所の友人に学校からもらってくるよう依頼する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

医師の記入が必要な感染症 

・麻疹（はしか） 

・風疹（三日はしか） 

・水痘（水ぼうそう）・帯状疱疹 

・流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 

・インフルエンザ 

・百日咳 

・結核 

・咽頭結膜熱（プール熱） 

・流行性角結膜炎（はやり目） 

・急性出血性結膜炎 

・腸管出血性大腸菌感染症（O-157） 

・髄膜炎菌性髄膜炎 

保護者の記入が必要な感染症 

・手足口病 

・溶連菌感染症 

・伝染性紅斑（リンゴ病） 

・感染性胃腸炎 

・ヘルパンギーナ 

・マイコプラズマ感染症 

・RS ウイルス感染症 

・インフルエンザ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症 登校・登園・登室届 

（提出先）           学校・園・学童室  

      年      組   児童・生徒氏名                    

※ 足立区医師会会員の医療機関へお願いインフルエンザ・新型コロナウイルス感染症と診断した際は、医療機関に

て太枠部分の記入（文書料無料の扱い）にご協力をお願いいたします。  

※ 医療機関へ様式の持参をしていなかった場合や足立区医師会会員ではない医療機関を受診した場合は、太

枠部分についても保護者が記入してください。  

診断名（該当するものに〇）  

インフルエンザ （Ａ型 ・ Ｂ型 ・不明） 

新型コロナウイルス感染症 

診断した医療機関名  
（医療機関で記入の場合、ゴム印等の押印可）  

受診した日        年     月     日（ ） 

発症した日  
※インフルエンザの場合は発熱した日  
※コロナ無症状の場合は検査した日  

       年     月     日（ ） 

※ 裏面の参考「出席停止期間の基準」を確認し、基準を満たしていれば下記にチェック☑を入れてください。  
【インフルエンザ】  

□ 発症後 5 日を経過しました。  

□ 解熱した後 2 日（乳幼児は 3 日）を経過しました。  

【新型コロナウイルス感染症】  

□ 発症後（無症状の場合は検査日から）5 日を経過しました。  

□ 症状が軽快して１日を経過しました。  

上記 2 つの基準を満たし、集団生活に支障がない状態ですので、    年    月    日より登校・登園・

登室を再開します。  

保護者氏名（自署             ） 

足立区教育委員会 足立区医師会と協議済（令和 5 年 6 月より運用開始） 

発症からの 

日数  

0 日目 

（発症日） 
1 日目  2 日目  3 日目  4 日目  5 日目  6 日目  7 日目  8 日目 

月日  ／  ／  ／  ／  ／  ／  ／  ／  ／  

その日の 

最高体温  
  

                

解熱した日 

症状軽快した日 

（〇を記 入 ）  

  

  

                



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



独立行政法人日本スポーツ振興センター 

災害共済給付制度のお知らせ  足立区教育委員会 

学校の管理下における災害で医療機関を受診し、保険適用になる総医療費 5,000 円 

（500 点）以上の場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金の対象となります。 

つきましては、該当の場合は、学校から請求に必要な書類を受け取り、医療機関に証明

してもらい学校にご提出願います。なお、詳しくは以下のとおりです。 

１ 学校管理下の範囲 

学校管理下の範囲 具体例 

授業中 各教科、遠足、自然教室、修学旅行、クラブ活動 

課外指導中 部活動、夏休み中の水泳指導 

休憩中または校長の指示・承認 

により学校にいるとき 
始業前、授業間休み、昼休み、放課後 

通常の経路・方法での登下校時 

登下校中、放課後こども教室から自宅への帰り、

学童保育室や児童館特例利用への行き帰り（但し、

夏休みのプールや学校の活動があるときのみ） 

２ 給付内容 

種類 給付内容 

医療費 ・自己負担分３割に見舞金１割が加算され給付が受けられます。 

・初診から最長１０年間給付が受けられます。 

【注意】生活保護受給中の方は対象外です（医療扶助対応）。 

障害見舞金 症状固定後に障がいが残った場合に、程度に応じて給付されます。 

1 級 4,000 万円～14 級 88 万円（通学中の場合は半額） 

死亡見舞金 3,000 万円（運動などに起因しない突然死や通学中の場合は半額） 

歯牙欠損 

見舞金 

学校管理下での災害による１歯以上の歯牙欠損に対して､給付されます｡

１歯につき８万円 

３ 請求手続き（請求から給付まで２～３ヶ月かかります） 

（１）お子様が学校管理下で災害にあわれた場合は、すぐに学校にお知らせください。 

（２）学校から請求書類をもらい、医療機関受診時に記入を依頼してください。 

（３）委任状など他の必要書類とともに、請求書類を月毎に学校に提出してください。 

４ 子ども医療証の使用と災害給付金の給付、委任状の提出について 

（１）学校管理下の災害で都区内の医療機関を受診する場合、足立区子ども医療証をお使

いいただけます。都外医療機関の場合は、一旦、自己負担（３割）願います。 

（２）災害給付金（４割）から子ども医療証負担分（３割）を差し引き、見舞金分（１割）

のみ給付します。そのために、委任状の提出をお願いいたします。 

５ その他・注意事項 

（１）災害共済給付金を受ける権利は、給付事由発生日から２年で消滅します（時効）。 

（２）損害賠償を受けた時や他の法令による給付を受けた時は、その受けた限度において

給付を行わない場合があります（交通事故は原則対象外です）。 


